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10 時～ 22 時

「有田新次　作品展」

「陶と花展
　伊東晃＋ midori-ya」

藤樹の里文化芸術会館をみんなの作品でかざろう！
楽しい工作教室です。作品を持って帰ることもできます。

藤樹の里文化芸術会館

ガリバーホール
　 （36）0219

全席指定

仲道郁代　ピアノ・リサイタル
～ わたしのピアノ物

ｽ ﾄ ｰ ﾘ ｰ
語 ～

ガリバーホール

一　 般

高校生以下
（当日券２，０００円）

１，５００円

１，０００円

14 時開演

※未就学児の入場
は、ご遠慮願います。
※ 本コンサートは、

（公財）三井住友海
上文化財団の助成に
より低料金に設定し
ています。

▼演奏予定曲
ベートーヴェン「悲愴」「月光」、
ショパン「革命」「別れの曲」ほか

三井住友海上文化財団派遣コンサート

主催：高島市、高島
市教育委員会、滋賀
県、公益財団法人三
井住友海上文化財団

Ⓒ Kiyotaka Saito

朽木資料館

朽木資料館　 （38）2339

●常設展示
朽木の歴史にふれる
 朽木陣屋と木地師の紹介

９時～ 16 時 30 分
常設展示

マキノ資料館　 （27）1484

マキノ資料館
企画展

９時～ 16 時 30 分 マキノの生活文化を伝える
山村・農村・港町の生活

●常設展示

●企画展
茅葺民家の絵画展
滋賀県を拠点に茅葺民家のある風景を
描く内藤東陽氏の作品を展示します。

高島歴史民俗資料館

高島の歴史と風土に出会える
 継体王朝と古代高島
 大溝城と大溝藩

高島歴史民俗資料館　 （36）1553

企画展

９時～ 16 時 30 分
●常設展示

●企画展
新高島市指定文化財
・高島硯の製造用具

ぶんげいかいかんを  かざろう！

待
望
の
ソ
ロ
コ
ン
サ
ー
ト
！

　第２回「ねんどでかざろう！」

藤樹の里文化芸術会館

ガリバーホール　 （36）0219

全席自由

ガリバージュニア音楽祭２０１４
～はばたけ！湖西のこどもたち～

一　律 　５００円

14 時開演 高島市を拠点に活躍する、青少年の音楽
団体による合同演奏会です。
▼出演
　市内ジュニア合唱団、
　市内中学校吹奏楽部

藤樹の里文化芸術会館

全席自由

Ｓｅｎｓｅ　ｉｔ !!
高島市文化の支援事業藤樹の里文化芸術会館

一　般
小学生以下

１,０００円
５００円

13 時 30 分開演 ダンスやライブを中心とした若さあふれ
るパフォーマンスをお届けします！

藤樹の里文化芸術会館

高島市民会館　 （22）1764

関西フィルハーモニー管弦楽団
リラックスコンサート in 高島

高島市民会館

１階指定席　3,500 円

14 時 30 分開演 最強のオーケストラコンサートが新たな
伝説をつくる。高島市制 10 周年と 10
回目のリラックスコンサートを記念し
て、祝砲とボレロで祝おう！
★ 13時 50分～ウェルカムコンサート
※未就学児の入場はご遠慮願います。

市制 10 周年記念事業

２階自由席
高校生以下
（当日各５００円増）

　3,000 円
　2,000 円

開催中

開催中

参加者
募集 !!

　▼日時　９月 27 日（土）・28 日（日）　９時 30 分～ 12 時
　▼場所　藤樹の里文化芸術会館　練習室１
　▼対象　小学校１年生から一般
　　　　　※小学校１、２年生は保護者同伴で参加可能
　▼参加費　１，０００円　
　▼申込締切　９月 20 日（土）
　 ・ 藤樹の里文化芸術会館　 （32）2461

藤樹の里文化芸術会館

市制 10 周年記念事業
第６回たかしま子ども美術展
＆藤樹の里キッズアート作品展

９時～ 17 時

13 時 30 分開演

音楽療法士、岡本仁司さんによるピアノ
弾き語りコンサート。リクエストにもお
応えします！　入場無料。全席自由。
♪１～３月の開催も予定しています。

懐かしいメロディを。おしゃべりとともに。
昭和のうたピアノ弾き語りコンサート

子どもたちの平面作品約７００点を展示
します。またキッズアートの作品展も同
時に開催します。

入場無料

藤樹の里文化芸術会館
展示室

月・休

湖西地域の文化情報

文化情報を紹介するコーナーです。
皆さんの情報などを藤樹の里文化芸術会館（　３２－２４６１）まで
お寄せください。締め切りは毎月2５日です。

7/29火
8/10日

藤樹の里文化芸術会館
　 （32）2461

藤樹の里文化芸術会館　 （32）2461

藤樹の里文化芸術会館　 （32）2461

8/9 土

藤樹の里文化芸術会館

８/ 10 日
９/ 10 水
11/ 11火

8/31日

9/28日
ガリバーホール

10/5日

8/24日

8/24日

入館無料月・火・祝日
 休

入館無料月・火・祝日
 休

入館無料月・火・祝日
 休

ギャラリー Cafe Cozy
8/1金～15金
8/16土～31日

鑑…賞…無…料火・休
今津町舟橋 2 ー 8 ー10　 （22）1414

※最終日　16 時まで

相　談 日　時 場　所 内　容

女性のための
悩み相談室

市民協働課
　 （25）8526

８月
６日・20 日（水）
２日・30 日（土）
　13 時 30 分
　～ 16 時 30 分
※相談時間一人 50 分以内

働く女性の家
※ 20 日は
マキノ土に学ぶ
里研修センター

 　「こんなこと、相談するほどのことでもないのかな
…」と思わずにどんな悩みでも気軽にご相談ください。
市外から女性カウンセラーを迎え、あなたにあった解
決策を一緒に探します。
▼申込方法　事前にご予約ください。（定員各３人）
　　　　　　予約専用電話番号（２２）４０５２

特設人権なんでも
相談所

人権施策課
　 （25）8524

８月 20 日（水）
13 時 30 分～ 16
時

市役所本庁
１階福祉相談室

　毎日の生活の中で、差別やいじめなど、人権に関
わる問題で悩んでいませんか？　ひとりで悩まずに
人権擁護委員にご相談ください。
※予約は不要です。

税理士による無料
税務相談会

今津納税協会
　 （22）3733

８月 20 日（水）
　13 時 30 分
　～ 16 時 30 分

高島市商工会
北部センター

（旧今津町商工会）

　平成 27 年度から相続税が改正されます。相続や
生前贈与にかかる税金の相談から、消費税に関する
悩み、商売を始められたときの税に関する手続きな
どお気軽にご相談ください。
※事前予約をお願いします。（予約時間９時～ 17 時）

地区別行政相談所
生活相談課　

　 （25）8125

８月 22 日（金）
13 時～ 16 時

マキノ支所
会議室

　行政にかかわる相談を行政相談員がお受けし、問
題解決に向け関係行政機関につなげます。
※予約は不要です。

一日年金相談所

保険年金課
　 （25）8137

８月 28 日（木）

　10 時～ 16 時
安曇川公民館

▼申込方法　次の電話番号まで事前にご予約ください。
　大津年金事務所 　 ０７７（５２１）１４８９　
　　　　　　　　　平日８時 30 分～ 17 時
※この電話では予約以外のご用件はお受けできません。
※定員になり次第、締め切ります。
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相　談（秘密厳守・相談無料）
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